
（４）目的税の使途等

１　入湯税

（１）決算額等
(単位:千円)

款 項 予算現額 収入済額

1 市税 5 入湯税 35,000 42,366

（２）充当対象事業等 (単位:千円)

２　都市計画税

（１）決算額等
(単位:千円)

款 項 予算現額 収入済額

1 市税
6 都市
 計画税

71,200 72,526

（２）充当対象事業等 (単位:千円)

備　考

・入湯客数282,439人
・前年度収入額34,152千円

事業内容等
事業費
総　額

一般財源

消防施設等整備事
業

　消防車両の更新、消火栓･防火水槽等の修繕 9,710 1,840 1,440

う　ち
入湯税

環境衛生施設整備
事業

　衛生施設の整備等 114,866 21,750 17,019

観光振興基金積立
金

　観光振興基金への積立金(前年度入湯税決算額の7割相当額を積立
て、同一年度中に同額を観光振興事業に充当するために繰入れ）

23,907 23,907 23,907

合　　計 148,483 47,497 42,366

うち都市
計画税

公営企業会計にお
ける都市計画事業

　下水道事業会計における都市計画事業への一般会計からの繰出金 93,561 93,561 12,013

備　考

・前年度収入額73,346千円

事業内容等
事業費
総　額

一般財源

都市計画事業関連
の地方債償還額

　過去に実施した都市計画事業、土地区画整理事業に係る地方債償
還額(都市計画道路の整備、都市公園の整備等)

8,956 8,956 1,150

都市計画事業関連
の地方債償還額(公
営企業債)

　過去に公営企業会計において実施した都市計画事業、土地区画整
理事業に係る地方債償還額

462,318 462,318 59,363

合　　計 1,694,505 564,835 72,526

入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備

並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために課税するもので、その税額は、宮津市市税条例第123条の規

定により、入湯客１人１日について150円である。

都市計画税は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土

地区画整理事業に要する費用に充てるために課税するもので、その税率は、宮津市市税条例第132条の規定等により、都市計画区域内

に所在する土地（山林、原野、池沼及び農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の土地を除く。）

及び家屋の課税標準額の0.1％である。

-24-


